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除去土壌等の再生利用の手引き（案）の第 3章、第 4章に係る主要な論点（案） 

 

第 3章 再生資材の利用 

 

3.1調査・計画 

再生資材は、長期間に渡って人為的な形質変更が想定されない盛土材等の構造部材に限定し

て使用する。再生資材使用施設の計画に当たっては、その構造形式、設置される地域の周辺の

地形、地質、気象その他の状況を勘案し、施設に影響する作用及びこれらの組み合わせに対し

て十分安全なものとなるよう計画する。 

 
【論点】 

 再生資材の利用先として注意が必要となる場所（調査・計画段階において基本的に避ける場

所） 
＜解説文（案）＞ 
（１）人為的な形質変更が想定される場所 

 ＜例＞ 

 ・電気、電話、上下水道、ガス等インフラ設備が埋設されている、あるいは埋設される見込みがある場所 

・土石等の資源の採掘が行われる、あるいは行われる見込みがある場所 

・開発行為が行われる見込みがある場所 等 

 

（２）地域周辺の地形、地質、気象等において注意が必要な場所 

 ＜例＞ 

・軟弱地盤のある場所 

・地滑り地 

・地盤が傾斜している場所 

・液状化のおそれのある地盤 

・災害発生時等において迂回路を確保できない道路 等 
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参考：施工時に注意が必要な箇所や場所の例（既往の指針類、ガイドライン等による） 
 

施設への影響 構造形式 用途 適さない例 

人為的な 

形質変更 
盛土 

道路盛土 

道路占用物として、電気、電話、ガス等インフラ設備が

埋設されている、あるいは埋設される見込みがある道路

（企業工事が行われる道路） 

海岸防災林 

海岸法に基づき、海岸保全区域内において、第三者に土

石を採取すること、土地の掘削、盛土、切土その他政令

で定める行為をすること、占用等許可が既になされてい

る海岸 

設置される地

域の周辺の地

形、地質、気

象その他 

盛土 

道路盛土 

軟弱層のある箇所（盛土の自重、地震による変状・崩壊

を避けるため） 

地山から湧水のある箇所（異常降雨、地山からの地下水

浸透、地震等による変状・崩壊を避けるため） 

地盤が傾斜している箇所（異常降雨等による変状・崩壊

を避けるため） 

地滑り地（盛土の自重、地震等による変状・崩壊を避け

るため） 

液状化のおそれのある地盤（地震による変状・崩壊を避

けるため） 

防潮堤 

液状化のおそれのある地盤（支持力の低下による沈下、

津波の越流による背後基礎地盤の洗掘・吸い出し、堤体

全体の安定性の低下を避けるため） 
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3.2 設計 

用途や気象状況等に応じて、安全裕度を見込んだ上で、用途に応じて必要な覆土等の遮へい

厚を確保するとともに、施設の安定性やメンテナンスに配慮した施工方法を検討する。 

 
【論点】 

 手引きへ記載するべき設計時の留意事項 
 

 

 

図 安全裕度を見込んだ覆土厚等の確保（イメージ） 

 

 

 

 

図 地下水が横断している場合の施工方法の検討例（イメージ） 

  

陥没、軽微な法面浸食
人工構造物の設置等を見越した安全裕度

放射線の遮へい等
に係る最低覆土厚

再生資材

覆土材法面浸食 陥没

排水工 排水工

盛土 覆土材 陥没

排水工 排水工

再生資材

埋込み
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3.3 品質調整 

原則として、再生資材化実施者が用途に応じた要求品質を満たす再生資材を供給するが、再

生資材利用者が品質調整を行う必要が生じた場合には、品質調整に係る記録を作成するととも

に、再生資材化実施者へ情報共有することに留意する必要がある。 

 
【論点】 

 再生資材利用時の品質調整の取扱 
＜解説文（案）＞ 

原則として、再生資材化実施者が用途に応じた要求品質を満たす再生資材を供給するため、

再生資材利用者が品質調整を行う必要がないよう再生材化が実施されることが求められるが、

再生資材利用者が品質調整を行う必要が生じた場合には、放射線安全性や環境安全性に対する

トレーサビリティ確保の観点から、再生資材利用者が品質調整に係る記録を作成・保管すると

ともに、再生資材化実施者へ情報共有することに留意することが必要である。 
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3.4 施工 

施工中は、再生資材の飛散・流出防止措置等を講じるとともに、安全裕度を見込んだ上で、

用途に応じて必要な覆土等の遮へい厚を確保する。また、施工に使用しなかった再生資材は、

再生資材化実施者へ返却することが必要である。 

 
【論点】 

 飛散・流出防止、公共の水域及び地下水の汚染防止 
＜解説文における例示（案）＞ 

例えば、再生資材に接触した雨水のうち盛土表面の表流水を、再生資材に接触しなかった雨水と

区別して集水できるようにすること等が考えられる。 

 

図 大規模な土木工事で取られる一般的な降雨対策の例 

（施工中の盛土表面の表流水の処理の例）1 

 

 
図 施工法の例 

 
 
                                                   
1 出典：道路土工,盛土工指針（平成 22 年度版,日本道路協会） 

再生資材
新材による
法面への覆土

再生資材

再生資材

①再生資材による盛土施工とともに、新材の覆土により盛土法面を成形

②以後、①と同様に、再生資材による盛土施工とともに、新材の覆土により盛土法面を成形

③最終的に、新材の覆土により盛土天端を成形

新材による
法面への覆土

新材による
法面への覆土

新材による
天端への覆土
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 再生資材の利用時（施工中）における保管要件 
再生資材化時の保管要件は 2.2 項に記載のとおりだが、利用時（施工中）の一時保管場所の

要件も同様とするか。 
＜解説文（案）＞ 

施工にあたって、施工現場において再生資材を保管する場合（施工の一環として再生資材を一時

的に保管する場合を除く）には、2.2 項に示す再生資材の保管において講じる措置を遵守する。 
 

3.5 作業者の被ばく管理 

再生資材の放射能濃度が制限されていることから、特別な作業員の被ばく管理を実施す

ることを要しない（ただし、除染電離則に定められる特定線量下業務の対象となる場合を

除く）。 

 
【論点】 
 特に無し 
 

3.6 記録作成・保管 

再生資材利用者は、再生資材の利用に係る記録を竣工図書等として適切に管理する。また、

施設管理者は、点検・管理記録を作成・保管する。これらの記録は、速やかに再生資材利用者、

施設管理者及び再生資材化実施者間で情報共有を図る。 

 
【論点】 

 再生資材利用者及び施設管理者の実施事項、再生資材化実施者との情報共有 
＜解説文（案）＞ 

再生資材利用者は、再生資材の放射能能濃度に関する情報（再生資材化実施者による提供情

報）、品質調整記録、施工記録（再生資材を使用した箇所、量等）等を整理し、竣工図書等として

適切に管理する。 
また、施設管理者は、再生資材を使用した箇所、量等に加え、施設の点検・管理記録について、

原則として関係法令、指針、ガイドライン等で定められている既往の点検・管理方法に従い、点

検・管理記録を作成し、施設を廃止するまで、その記録を保管する。 
これらの記録は、災害時に再生資材に関する事項について対応主体となる再生資材化実施者が、

予め把握しておくことが災害時における円滑な対応に繋がるため、速やかに再生資材利用者、施設

管理者及び再生資材化実施者間で情報共有を図る。 
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3.7 維持管理 

再生資材を用いた構造物の管理は、原則として現行の法令、指針、ガイドライン等に定めら

れている点検内容及び頻度に基づき、遮蔽性能の劣化や構造物の形状変化等を把握し、必要に

応じて補修等の対策を講じる。 

 
【論点】 

 施設管理者とは別に、再生資材化実施者が実施する点検内容及び頻度 
再生資材を利用した施設については、再生資材化を実施した者またはその委託を受けた者が、

下表のとおり点検を実施することとしてはどうか。なお、コンクリート構造物等、再生資材使

用施設の種類によっては、点検内容及び頻度を検討する。 

 

表 施設管理者とは別に、再生資材化実施者等が追加的に実施する点検内容及び頻度（例） 

 初期点検 定期点検 臨時点検 

目的・概要 

再生資材使用施設の完

成後の初期状況を把握

する。 

再生資材使用施設の状

況を全般的に把握し、

構造物としての異常・

損傷等を発見する。 

地震・大雨等の異常気

象や災害発生による変

状を把握する。 

点検方法 
近接目視、打音 近接目視等 近接目視等 

点検頻度 

再生資材使用施設の完

成後 
1 回／年 地震・大雨等の異常気

象や災害発生の後等、

必要時 
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参考：直轄国道の点検内容及び頻度の例（既往の指針類、ガイドライン等による） 
【変状把握】 

①日常、定期、異常時の巡視、住民からの通報などによる変状の把握 

②第三者被害、自然災害などの観点からの危険度調査等 

【点検】 

・上記の巡視、危険度調査等により変状を把握した場合 

・重要度等を踏まえて社会的影響の高い道路土工構造物 

 →近接目視による点検を実施(5年に一回程度) 

 

●通常巡回 

通常巡回は主に道路パトロールカーの車内より、道路の異常、道路利用状況を目視で確認するため、原則とし

て以下の頻度で実施する。 

 平均交通量５０，０００台／日以上：１日に１回 

    〃   ５，０００台／日以上５０，０００台／日未満：２日に１回 

    〃   ５，０００台／日未満：３日に１回 

●定期巡回 

徒歩にて道路施設の状況等を確認するため、原則として年に１回の頻度で実施するものとする。 

 

●異常時巡回 

豪雨、地震等の異常気象時や災害発生時において、道路施設の被災状況や通行の可否等を把握し、適切な措置

を講じるため、適宜実施するものとする。 

参考文献：「道路土工構造物点検要領（案）」（国土交通省道路局）、 

「国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準（案）」（国土交通省） 
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第 4章 災害等に起因する再生資材流出時における対応 

 

4.1再生資材流出時における対応主体 

災害等が発生し、再生資材に影響が及ぶような損傷が再生資材使用施設に生じた場合や再生

資材が流出した場合等には、再生資材に関する事項については再生資材化実施者が対応主体と

なる。 

 
【論点】 

 再生資材使用施設が被災した場合等の対応主体 
 

表 再生資材使用施設が被災した場合の対応 

損傷の程度 判断の考え方（例） 

施設管理者 

の対応 

(補修・復旧) 

再生資材化 

実施者の対応

(補修・復旧) 

再生資材に影響無し 

覆土等の遮へ

い厚のうち、

安全裕度部分

のみの損傷 

・覆土等部分の損傷の深

さを調査し、設計図面

等から、施設管理者等

が影響の有無または再

生資材の流出を判断 

・派遣専門家が施設の構

造、線量等を調査し、

再生資材化実施者が影

響の有無または再生資

材の流出を判断 

・施工上の工夫を施すこ

とにより、施設管理者

等が目視等により影響

の有無または再生資材

の流出を判断 

○ 

施設本来の機

能回復に関す

る事項につい

て対応※ 

－ 

（対応無し） 

再生資

材に影

響あり 

再生資材

流出無し 

最低遮へい厚

の損傷 

○ 

施設本来の機

能回復に関す

る事項につい

て対応※ 

○ 

再生資材に関

する事項につ

いて対応※ 

再生資材流出あり 

○ 

施設本来の機

能回復に関す

る事項につい

て対応※ 

○ 

再生資材に関

する事項につ

いて対応※ 

※具体的な対応内容について、施設管理者と再生資材化実施者で事前に調整を行う。 
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4.2 再生資材流出時における対応 

施設管理者と再生資材化実施者は、再生資材の流出等に至る災害に備え、具体的な作業計画

及び情報連絡体制等を事前に設定し、それらの内容を協定等として取り交わし、迅速な現場対

応の開始及び円滑な復旧活動の遂行に備える。 

 

【論点】 
 手引き案の 4.2 の流れ及び施設管理者と再生資材化実施者が事前に協定等に取り交わしておく

べき事項の例示として以下はどうか。 
＜例＞ 
・再生資材使用施設における再生資材に係る図面等の記録の共有する情報の内容、管理方法、

共有の方法 
・施設管理者または再生資材化実施者が点検等を実施した場合の維持管理記録等の情報共有

の時期、方法 
・再生資材を利用していることにより追加的に実施する点検等の役割分担、費用分担等 
・再生資材使用施設において損傷等が生じた場合、あるいは生じる可能性がある場合の損傷の

程度に応じた役割分担、費用分担等 
・第三者への説明や情報公開等の役割分担、費用分担等 
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参考１ 協定の事例（国交省） 
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参考２ 協定の事例（高知県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 


